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① 立地適正化計画制度に関する動向 

全国的な人口減少や超高齢化の進行、市街地の拡散・低密度化などが課題となって

いる中、住民生活を支える施設・サービスや地域活力の維持が困難になる恐れがある

ことから、持続可能な都市への転換が必要とされています。このような状況を受けて、

２０１４年８月の都市再生特別措置法（２００２年法律第２２号）の改正により、立

地適正化計画（以下、「計画」という。）が法律に位置付けられ、行政と住民及び事

業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するための制度が創設されました。 

その後、２０２０年には、近年の土砂災害・水害の頻発・激甚化を受けて、計画に

土砂災害・水害に対する防災指針を定めることとなりました。 

制度創設当初は、人口減少等が進行する地方都市を中心に計画策定が進められまし

たが、近年では、首都圏内の都市でも、将来的な人口減少局面や、水災害への備えと

して、計画策定に取り組む都市が増えてきています。東京都においても、２０２２年

３月に「集約型の地域構造への再編に向けた指針」を改定し、集約型の地域構造のあ

り方や、その実現に向けての検討に関する方針や支援策等を示し、町田市を含む環状

第７号線外側の区市町村に、計画策定などの取組を適切に進めるよう誘導を図ってい

ます。 

《  制度の意義と役割  》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状＞ 
地域の大切な都市機能・公共交通の 

維持・確保が厳しい状況 

＜これからの姿＞ 
利便性の高い公共交通で結ばれた 
コンパクトで安全性の高いまち 

駅周辺等に都市機能・居住を誘導 

負のスパイラル 

市街地の拡散・人口減少により・・・ 
施設・公共交通の利用者の減少 
インフラの維持管理費の増加 

災害危険性の高い場所での居住増加 

施設・公共交通・ 
行政サービス水準

の低下 

施設・公共交通事業
者・行政の経営悪化 
地域の防災性低下 

コンパクトシティ+ネットワーク 

都市機能・公共交通・財政・防災など
都市の様々な面の持続可能性が確保 

歩行空間
や自転車
利用環境
の整備 

拡散した市街地は 
公共交通の空白地域 

公共交通沿線、災
害危険性の低い場
所への居住の誘導 

拠点エリアへの
医療、福祉等の
都市機能の誘導 

出典：国土交通省資料（一部加工） 

人口規模に応じ
た市街地の集約 

地域の拠点の移動手段確保、
移動により不足機能を補完 

低密度な市街地で都市機
能が撤退傾向、空家増加 

郊外部への市街
地拡大で公共交
通利用者の減少 



 

 

 

② 立地適正化計画制度の概要とポイント 

これまでの土地利用制度は、人口や経済の成長・拡大を前提に土地利用規制・イン

フラ整備で『都市をコントロールする』視点で運用されてきました。立地適正化計画

制度は、量ではなく質の向上に向けて、これまでの視点だけではなく、より住民や事

業者等の活動に着目した『マネジメントする』新たな視点を追加し、取り組んでいく

もので、近隣自治体においても計画策定や具体的な取組が進められています。 

計画には、都市機能や居住を誘導する一定の区域を定めますが、強制的に短期間で

移転させる主旨ではなく、長期的な視点のもと国の施策等を活用して緩やかに誘導す

ることで、持続可能なまちづくりの実現を目指すものです。 

 

《  制度の概要  》  

■計画に記載すべき必須事項 

必須事項 任意事項 

・立地適正化計画の区域 

・立地の適正化に関する基本的な方針 

・居住誘導区域と都市機能誘導区域（区域、区域内で講ずる各種施策） 

・誘導施設（都市機能誘導区域ごとの誘導施設、誘導施設の立地を図る

ために必要な事業等） 

・防災指針 

・居住調整区域 

・跡地等管理区域 

 

 

 

■各区域の関係性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公表後に 

届出制度の運用開始 

 

（届出の対象） 

①居住誘導区域外で

の建築・開発 

※３戸以上の住宅開発又
は住宅建築（新築、改
築、用途変更） 

※２戸以下で１，０００
㎡以上の住宅開発 

 

②都市機能誘導区域

外での誘導施設の

建築・開発 

※誘導施設を有する建築
物の開発又は建築（新
築、改築、用途変更） 

 

③都市機能誘導区域

内での誘導施設の

休廃止 

立地適正化計画区域 

市街化区域（用途地域の指定がある地域） 

居住誘導区域 必須事項 
 人口密度を維持し、生活サービスやコミュニティが持続的に
確保されるよう居住を誘導すべき区域 

都市機能誘導区域 必須事項 
 福祉・医療・商業等の都市
機能を中心拠点や生活拠点
に誘導・集約し、サービス
の効率的な提供を図る区域 

誘導施設 必須事項 
 地域の人口特性や必要な機
能を検討し、立地を誘導す
べき都市機能を増進する施
設（病院・診療所、デイサ
ービスセンターなど） 

居住調整区域 任意事項 
 住宅地化を抑制するために市
街化区域内に定める地域地区 

跡地等管理区域 任意事項 
 空き地が増加しつつある住宅地に
て跡地等の適正な管理を行う区域 



 

 
《  計画策定におけるポイント  》  

■計画の対象となる「都市機能」と「誘導区域」 

都市再生特別措置法では、医療・福祉・商業その他の都市の居住者の共同の福祉又は

利便のため必要な施設（都市機能増進施設）を計画の対象としています。これら施設の

うち、都市機能誘導区域内に誘導すべきものを誘導施設として設定することとされてお

り、以下に示すような施設を幅広く定めることが可能ですが、居住者以外の宿泊のみに

特化した宿泊施設や、居住者に商品やサービスを提供する機能を有しない事務所等の施

設は想定されていません。 

《  具体的な施設イメージ：立地適正化計画作成の手引きより  》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、都市機能誘導区域は、一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩

や自転車等によりそれらの間が容易に移動できる範囲に設定することとされています。 

 

ポイント：都市機能の最適化に向けた民間と公共の役割分担 

民間投資により都市機能の最適化が図られるためには、市場原理の活用と都市計画な

どの公共関与のバランスが重要となります。日常利用する小中規模の商業・医療・利便

施設などは、利用者のニーズ変化によりサービスの内容や供給量が最適化していく市場

原理のリバランス効果が強く働きます。一方で、非日常の大規模な施設や特別な用途の

施設は、基盤整備や都市計画変更及び財政支援などの一定の公共関与が求められます。 

ポイント：徒歩圏を考慮した誘導区域設定 

都市機能誘導区域等の検討にあたっては、駅やバス停留所及び各種都市機能からの徒

歩圏の考え方が重要となります。特に、高齢者や身体の不自由な方等の利用も視野に入

れる必要があり、以下のように考え方が整理されています。 

《  徒歩圏  》 

① 半径１０００ｍ圏域 一般的な地域包括ケアシステムの日常生活圏域 

② 半径 ８００ｍ圏域 一般的な駅を中心とした歩ける範囲 

③ 半径 ５００ｍ圏域 一般的な高齢者が歩ける範囲 

④ 半径 ３００ｍ圏域 
一般的なバス停留所を中心とした歩ける範囲 
高齢者の一般的な歩行速度６０ｍ/分で５分の距離 

⑤ 半径 ３５０ｍ圏域 
駅周辺等において歩いて暮らしやすい環境が整備された場
合に、④より歩ける範囲が拡大することを想定した距離 

⑥ 半径 ２５０ｍ圏域 
高齢者の一般的な歩行速度６０ｍ/分で５分の距離（地形
の高低差や道路の蛇行等があることを考慮した場合） 

出典（①～④）：都市構造の評価に関するハンドブック（２０１８年：国土交通省） 



 

 

 
《  計画策定におけるポイント  》  

■計画の対象となる「居住」と「誘導区域」 

都市再生特別措置法では、住宅の「立地」を計画の主な対象としています。人口密度

を維持し、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区

域を設定することとされており、併せて、居住環境を向上させる機能の充実など、居住

誘導のための施策を検討することとされています。 

 

ポイント：区域内の人口密度を確保することによる生活サービス施設の持続性 

生活サービス施設と周辺人口には相関関係があります。周辺の人口密度が低下すると

施設利用者が減少し、その度合いに応じて施設の移転・撤退などが進行することが懸念

されます。また、人口密度が低下すると、住民一人あたりの行政運営にかかるコストも

増大します。このような負のスパイラルに陥らないためにも、居住誘導区域内の人口密

度を一定水準以上維持し、市街地の持続性を確保することが求められます。 

《  都市機能と人口密度の関係  》 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：都市構造の評価に関するハンドブック（２０１８年：国土交通省） 

《  行政コストと人口密度の関係  》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：都市構造の評価に関するハンドブック（２０１８年：国土交通省） 

人口密度が大

きい都市ほど

商業施設の立

地数が多い 

人口密度が大きい

都市ほど医療施設

の立地数が多い 

人口密度が小さい

ほど１人当たりの

行政コストが高い 



 

 

③ 町田市立地適正化計画の策定に向けて 

町田市では、２０２２年３月に策定した「町田市都市づくりのマスタープラン」に

基づき、都市の持続的な発展や効率的な都市経営の観点から集約型の地域構造への再

編を見据えた取組として「拠点」や「都市骨格軸」への機能誘導を進めています。さ

らに、ルート選定された多摩都市モノレール町田方面延伸に対する期待の高まりや、

町田駅周辺の再開発に対する機運の高まりによって、より効果的な誘導策が求められ

ていることから、都市機能や居住機能の具体的な誘導方針を示す「立地適正化計画」

を策定することとしました。 

 

《  参考：町田市の都市づくり  》  

町田市は「町田市都市づくりのマスタープラン」において、２０４０年に向

けて目指す将来の町田市のすがたを「暮らしとまちのビジョン」として示し、

この実現に向けて「まちの“もよう”（暮らしとかなめの図）」と「まちの

“つくり”（拠点と軸の図）」の２層の設計図に基づいて都市づくりを進めて

います。これらの考え方は集約型の地域構造への再編へ向けた、立地適正化の

趣旨に沿った考え方といえます。 

 

《 将来のまちの“もよう” と“つくり” ～都市づくりのマスタープランより～ 》 

■ まちの“もよう”（暮らしとかなめの図） 

・市民の暮らしの視点から、２０

４０年の暮らし方やまちの使い

方を「地域の特徴を活かした４

つの暮らし」として設定。 

・日常の生活に必要な買い物や用

事などを済ますことができる場

所を「暮らしのかなめ」とし、

今あるものを育む場、新たに創

り育んでいく場を設定。 

■ まちの“つくり”（拠点と軸の図） 
・隣接市を含めた広域店な視点か

ら都市の骨格的な構造を「拠点」

と「軸」で設定。 

・拠点を多様な都市活動を実践で

きる舞台として、「広域都市拠

点」や「にぎわいとみどりの都

市拠点」「生活拠点」等を設定。 

・多様な都市活動を支える軸とし

て、「広域連携軸」や「都市骨

格軸」「拠点連携軸」を設定。 

 



 

 

 

④ 計画の位置付け 

立地適正化計画は、都市再生特別措置法第８１条の規定に基づき市町村が作成する

計画で、市町村の都市計画に関する基本的な方針（町田市都市づくりのマスタープラ

ン）の一部とみなすとされています。 

既に、町田市では都市づくりのマスタープランに基づき、集約型の地域構造への再

編を目指した取組を進めていることから、同マスタープランの考え方などを踏襲し、

「ビジョン編」や「方針編」に基づく具体の実行計画として策定することとし、「コ

ンテンツ編」に位置付けることとします。 

 

《  立地適正化計画の位置づけ  》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針編 
ビジョン編の将

来都市像を実現

するために、各

分野が実行する

べき施策の方針

を整理。 

まちだ未来づくりビジョン２０４０ 
都市づくりのグランドデザイン（東京都） 

都市計画区域マスタープラン（東京都） 

￥ 

ビジョン編 
今後20年先を見据え、ま

た、多摩都市モノレール

を中心とした大規模交通

を町田市に迎えるにあた

り、新たな将来都市像・

都市構造を示す。 

 

 

◼ 暮らしとまちのビジョン 

 

◼ 住宅 

ライフステージやライフスタイルに合

わせて暮らしを楽しむため、自由に選

択できる住まいを整えることを目指

す。 

◼ みどり 

生きもの・文化が育まれてきたみどり

環境を保全・継承するとともに、みど

りを日常的に活用しながら、暮らしを

豊かにしていくことを目指す。 

コンテンツ編 
「暮らしとまちのビジョン」で描いた内容をまちづくりのコンテンツとして随時位置付け。 

 

 

 

◼ まちのもよう(暮らしのかな

めの図)市民の暮らしの視点

からまちの“もよう”を捉え

る。 

◼ まちのつくり(拠点と軸の図)

隣接市を含めた広域的な視点

でまちの“つくり”を捉える。 

◼ 都市計画 

資源を賢く使って、しなや

かで多様性があるウォーカ

ブルな都市の空間や機能を

整えることを目指す。 

◼ 交通 

日常的な移動を多様な担い

手・手段で支え、移動しや

すい持続可能な交通環境を

つくることを目指す。 

まちビジョン等 まちづくり構想等 

「町田市住みよい街づくり条例」

に基づくプロセス 

方針編に基づくプロセス 

立地適正化計画 

町田市都市づくりのマスタープラン 



 

 
《  計画の対象区域  》 

⑤ 計画の対象区域、期間 

◼ 対象区域 

町田市の都市計画区域全体 

（町田市行政区域全域） 

◼ 計画期間 

都市づくりのマスタープランで

見据える概ね２０年後の都市の姿

を展望した２０２６年度から２０

３９年度まで 

町田都市計画区域 
（町田市行政区域） 

市街化区域 

市街化調整区域 


